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市
県
民
税
や
確
定
申
告
の
申
告
書
は
自
分
で
書
い
て
お
早
め
に

市
県
民
税
や
確
定
申
告
の
申
告
書
は
自
分
で
書
い
て
お
早
め
に

　

市
役
所
お
よ
び
成
田
税
務
署

で
は
、
期
間
中
、
申
告
書
作
成

会
場
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

次
の
と
お
り
ご
案
内
し
ま
す

の
で
、
期
間
中
に
申
告
さ
れ
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
市
役
所
の
会
場
に
お

け
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
広
報

や
ち
ま
た
２
月
号
に
掲
載
し
ま

す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

市
役
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

市
県
民
税
の
申
告
と
簡
易
な

確
定
申
告
は
、
市
役
所
で
受
け

付
け
ま
す
。

申
告
期
間

　

２
月
16
日
〜
３
月
15
日

受
付
時
間

　

午
前
８
時
45
分
〜
正
午　
　

　

午
後
１
時
〜
４
時

申
告
会
場　

市
役
所
第
４
庁
舎

ご
注
意

・
期
間
中
の
土
、
日
曜
日
お
よ

　

び
祝
日
は
、
申
告
相
談
お
よ

　

び
受
け
付
け
を
行
い
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
３
月
13
日
㈰
に
限

　

り
、
申
告
相
談
お
よ
び
受
け 

　

付
け
を
行
い
ま
す
。

・
申
告
会
場
は
、
午
前
８
時
30

　

分
に
開
場
し
ま
す
。

・
譲
渡
所
得
、
青
色
申
告
、
贈

　

与
税
、
消
費
税
な
ど
の
相
談

　

は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。　

　

（
提
出
の
み
可
）

　

詳
し
く
は
、
市
役
所
課
税
課

☎
４
４
３
│
１
１
１
６
へ
。

成
田
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

平
成
22
年
分
の
所
得
税
・
贈

与
税
・
個
人
消
費
税
の
申
告
書

作
成
・
相
談
と
提
出
は
、
「
イ

オ
ン
モ
ー
ル
成
田
」
で
行
い
ま

す
。

申
告
期
間

　

１
月
27
日
〜
３
月
15
日

受
付
時
間

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　

混
雑
し
て
い
る
場
合
に
は
、

　

受
付
を
早
め
に
閉
め
切
る
こ

　

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
午
後

　

４
時
ま
で
に
お
越
し
い
た
だ

　

く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

申
告
会
場

　

イ
オ
ン
モ
ー
ル
成
田

　

（
２
階
イ
オ
ン
ホ
ー
ル
）

　

成
田
市
ウ
イ
ン
グ
土
屋
24

ご
注
意

・
期
間
中
の
土
、
日
曜
日
お
よ

　

び
祝
日
は
、
申
告
相
談
お
よ

　

び
受
付
を
行
い
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
２
月
20
日
㈰
お
よ

　

び
２
月
27
日
㈰
は
相
談
お
よ

　

び
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

・
納
税
証
明
書
は
、
右
記
会
場

　

で
は
発
行
し
て
い
ま
せ
ん
。

・
右
記
会
場
に
は
、
納
税
窓
口

　

が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
口
座

　

振
替
を
ご
利
用
い
た
だ
く
か
、

　

ま
た
は
最
寄
り
の
金
融
機
関

　

で
納
税
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
成
田
税
務
署
☎

０
４
７
６
│
２
８
│
５
１
５
１

へ
。

ｅ
│
Ｔ
ａ
ｘ
で

　
　
　
　
　
　

カ
ン
タ
ン
申
告

　
ｅ
│
Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子
申

告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）
は
、
自

宅
や
オ
フ
ィ
ス
、
税
理
士
事
務

所
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
し
て
申
告
申
請
・
届
出
等
が

行
え
る
便
利
な
シ
ス
テ
ム
で
す
。

ｅ
│
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す
る
と
…

①
自
宅
か
ら
国
税
庁
の
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
相

　

談
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
し
て

　
ｅ
│
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
で
き
ま

　

す
。

②
平
成
22
年
分
の
所
得
税
の
確

　

定
申
告
を
本
人
の
電
子
署
名

　

お
よ
び
電
子
証
明
書
を
付
し

　

て
申
告
期
間
内
に
ｅ
│
Ｔ
ａ

　
ｘ
で
行
う
と
、
所
得
税
額
か

　

ら
最
高
５
０
０
０
円
の
控
除

　

（
１
回
の
み
）
を
受
け
る
こ

　

と
が
で
き
ま
す
。

③
所
得
税
の
申
告
を
ｅ
│
Ｔ
ａ

　
ｘ
で
行
う
場
合
、
医
療
費
の

　

領
収
書
や
源
泉
徴
収
票
等
は

　

そ
の
記
載
内
容
を
入
力
し
て

　

送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
提

　

出
ま
た
は
提
示
を
省
略
す
る

　

こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
ｅ
│
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
さ
れ
た

　

還
付
申
告
書
は
早
期
処
理
し

　

て
い
ま
す
。
（
３
週
間
程
度

　

に
短
縮
）

　

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http
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パ
ソ
コ
ン
に
よ
る

　

申
告
書
作
成
（
無
料
相
談
）

　

給
与
所
得
者
、
年
金
受
給
者

を
対
象
に
税
理
士
に
よ
る
無
料

申
告
相
談
を
行
い
ま
す
。
（
土

地
、
建
物
お
よ
び
株
式
な
ど
の

譲
渡
所
得
の
あ
る
場
合
を
除
く
）

　

こ
の
相
談
会
で
は
、
補
助
者

の
付
い
た
「
パ
ソ
コ
ン
」
で
申

告
書
を
作
成
し
ま
す
。
書
面
に

よ
る
申
告
書
作
成
も
で
き
ま
す

が
、
パ
ソ
コ
ン
で
簡
単
に
申
告

書
の
作
成
と
提
出
（
送
信
）
が

で
き
ま
す
の
で
ご
利
用
を
お
勧

め
し
ま
す
。

と　

き　

２
月
４
日
㈮

受
付
時
間

　

午
前
９
時
30
分
〜
正
午

　

午
後
１
時
〜
４
時
（
受
付
は

　

午
後
３
時
30
分
ま
で
）

申
告
会
場　

市
役
所
第
４
庁
舎

対　

象　

給
与
所
得
者
（
医
療

　
　
　
　

費
控
除
、
住
宅
ロ
ー

　
　
　
　

ン
控
除
、
年
末
調
整

　
　
　
　

未
済
）
、
年
金
所
得

　
　
　
　

者
の
方

　

詳
し
く
は
、
成
田
税
務
署
☎

０
４
７
６
│
２
８
│
５
１
５
１

へ
。

年
金
所
得
者
対
象
の
申
告
相
談

と　

き　

１
月
25
日
㈫

受
付
時
間　

午
前
９
時
〜
正
午

　
　
　
　
　

午
後
１
時
〜
４
時

申
告
会
場　

市
役
所
第
４
庁
舎

対　

象　

公
的
年
金
な
ど
を
受

　
　
　
　

給
さ
れ
て
い
る
方

必
要
書
類　

申
告
時
に
持
参
す

　
　
　
　
　

る
も
の
を
参
照
し

　
　
　
　
　

て
く
だ
さ
い
。

給
与
所
得
者
対
象
の
申
告
相
談

と　

き　

１
月
26
日
㈬

受
付
時
間　

午
前
９
時
〜
正
午

　
　
　
　
　

午
後
１
時
〜
４
時

申
告
会
場　

市
役
所
第
４
庁
舎

対　

象

　

給
与
所
得
者
の
方
の
還
付
申

　

告
（
医
療
費
控
除
、
住
宅
ロ

　

ー
ン
控
除
、
年
末
調
整
未
済
）

必
要
書
類　

申
告
時
に
持
参
す

　
　
　
　
　

る
も
の
を
参
照
し

　
　
　
　
　

て
く
だ
さ
い
。

ご
注
意

・
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
う
ち
、

　

認
定
長
期
優
良
住
宅
お
よ
び

　

住
宅
特
定
改
修
（
バ
リ
ア
フ

　

リ
ー
改
修
・
省
エ
ネ
改
修
）

　

に
つ
い
て
は
、
市
役
所
で
は

　

相
談
で
き
ま
せ
ん
。

・
25
日
・
26
日
は
、
市
役
所
職

　

員
が
指
導
し
ま
す
。
ご
本
人

　

が
確
定
申
告
書
を
作
成
し
て

　

い
た
だ
き
、
で
き
あ
が
っ
た

　

申
告
書
は
、
そ
の
場
で
提
出

　

で
き
ま
す
。
（
両
日
と
も
計

　

算
機
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
）

　

詳
し
く
は
、
市
役
所
課
税
課

☎
４
４
３
│
１
１
１
６
へ
。

申
告
時
に
持
参
す
る
も
の

　

印
か
ん
、
源
泉
徴
収
票
、
生

　

命
保
険
・
地
震
保
険
の
控
除

　

証
明
書
、
国
民
健
康
保
険
税

　

・
介
護
保
険
な
ど
の
支
払
金

　

額
の
分
か
る
も
の
、
国
民
年

　

金
保
険
料
控
除
証
明
書
、
住

　

宅
ロ
ー
ン
関
係
書
類
、
医
療

　

費
領
収
書
な
ど
。

　

※
事
前
に
お
確
か
め
の
う
え

　

お
越
し
く
だ
さ
い
。
（
昨
年

　

の
申
告
書
の
控
も
参
考
に
な

　

り
ま
す
）

市
県
民
税
や
確
定
申
告
の
申
告
書
は

　
　
　
　
　
　

自
分
で
書
い
て
お
早
め
に

市
県
民
税
や
確
定
申
告
の
申
告
書
は

　
　
　
　
　
　

自
分
で
書
い
て
お
早
め
に

市
県
民
税
や
確
定
申
告
の
申
告
書
は

　
　
　
　
　
　

自
分
で
書
い
て
お
早
め
に

市
県
民
税
や
確
定
申
告
の
申
告
書
は

　
　
　
　
　
　

自
分
で
書
い
て
お
早
め
に

　

市
で
は
、
平
成
23
年
度
の
八

街
市
児
童
ク
ラ
ブ
入
所
申
し
込

み
を
次
の
と
お
り
受
け
付
け
ま

す
。

　

４
月
１
日
か
ら
の
入
所
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
必
ず
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

○
入
所
対
象
児
童

　

市
内
の
小
学
校
に
就
学
し
て

　

い
る
、
ま
た
は
就
学
予
定
の

　

新
１
年
生
か
ら
新
３
年
生
ま

　

で
の
、
保
護
者
が
労
働
や
疾

　

病
の
た
め
保
護
を
受
け
ら
れ

　

な
い
児
童

○
名
称
・
所
在
地
・
定
員

☆
八
街
児
童
ク
ラ
ブ

　

八
街
ほ
２
１
９
番
地
２
２

　

定
員　

70
人

☆
八
街
北
児
童
ク
ラ
ブ

　

八
街
ろ
１
７
０
番
地
１
４

　

定
員　

40
人

☆
川
上
児
童
ク
ラ
ブ

　

大
谷
流
８
６
７
番
地
１

　

定
員　

40
人

☆
朝
陽
児
童
ク
ラ
ブ

　

八
街
は
２
１
番
地
４

　

定
員　

60
人

☆
交
進
児
童
ク
ラ
ブ

　

八
街
ろ
１
１
１
番
地
３
３

　

定
員　

40
人

☆
二
州
児
童
ク
ラ
ブ

　

山
田
台
１
番
地

　

定
員　

40
人

☆
笹
引
児
童
ク
ラ
ブ

　

八
街
へ
１
９
９
番
地
１
３
３

　

定
員　

40
人

☆
沖
児
童
ク
ラ
ブ

　

沖
１
０
３
３
番
地

　

定
員　

30
人

☆
八
街
東
児
童
ク
ラ
ブ

　

八
街
ほ
７
８
番
地
２

　

定
員　

50
人

○
開
設
日
・
開
設
時
間

☆
月
曜
〜
金
曜
日

　

授
業
終
了
後
〜

　
　
　
　
　
　

午
後
６
時
30
分

☆
土
曜
日
・
小
学
校
の
休
業
日

　

午
前
８
時
〜
午
後
６
時
30
分

　

【
日
曜
日
、
祝
日
、

　
　

年
末
年
始
期
間
は
休
業
】

○
保
育
料

　

月
額　

８
０
０
０
円

　

（
８
月
の
み

　
　
　

月
額
１
０
０
０
０
円
）

　

【
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
場

　
　

合
は
月
額
５
０
０
０
円

　
　

（
８
月
は
６
０
０
０
円
）

　
　

と
な
り
ま
す
】

○
申
込
期
間

　

１
月
17
日
〜
２
月
８
日

　

（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

※
入
所
申
込
書
は
、
１
月
４
日

㈫
か
ら
児
童
家
庭
課
で
配
布
し

ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
市
役
所
児
童
家

庭
課
☎
４
４
３
│
１
６
９
３
へ
。

八
街
市
児
童
ク
ラ
ブ

　
　
　
　
　

平
成
2 3
年
度
入
所
希
望
者
募
集

　このコンクールは、将来を担う児童・生徒の環境
保全に対する意識を高め、より身近なものとするこ
とを目的に、平成３年度より毎年行っています。
　今回は市内の小・中学校から１６６点の応募があ
り、その中から最優秀作品３点、優秀作品15点が選
ばれました。
　詳しくは、市役所環境課☎４４３－１４０６へ。

小学校低学年の部　最優秀賞
野澤　達弥さん（交進小学校２年）

小学校高学年の部　最優秀賞
由利　朔夜さん（交進小学校４年）

中学校の部
最優秀賞

赤地　真美さん
（八街南中学校３年）

環境保全ポスターコンクール
入賞者作品を展示します
環境保全ポスターコンクール
入賞者作品を展示します


